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号
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六
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号

平
成
二
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二
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

伊

吹

文

明

殿

衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
精
神
科
・
心
療
内
科
・
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
質
の
維
持
と
多
剤
処
方
に
つ
い
て
の
診
療

報
酬
改
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
精
神
科
・
心
療
内
科
・
メ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
質
の
維
持
と
多
剤
処
方
に
つ
い
て
の

診
療
報
酬
改
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

労
働
政
策
審
議
会
安
全
衛
生
分
科
会
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
労
働
安
全
衛
生
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要

綱
」
に
お
い
て
は
、
「
事
業
者
は
、
労
働
者
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
医
師
又
は
保
健
師
に
よ

る
心
理
的
な
負
担
の
程
度
を
把
握
す
る
た
め
の
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、

当
該
検
査
は
、
精
神
疾
患
の
診
断
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
直
ち
に
精
神
科
等
へ
の
受
診
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
精
神
科
医
療
の
質
に
つ
い
て
は
、
そ
の
向
上
の
た
め
に
、
医
師
又
は
薬
剤
師
等
に
対
す
る
向
精
神
薬
の
処
方
に
関

す
る
研
修
及
び
診
療
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
等
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
診
療
報
酬
の
減
算
措
置
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
平
成
二
十
六
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
に
お
い
て
、
関
係
学
会
の

見
解
等
を
受
け
て
出
さ
れ
た
中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
の
答
申
を
踏
ま
え
て
、
御
指
摘
の
抗
う
つ
薬
及
び
抗
精
神
病
薬
に

一



つ
い
て
は
、
一
回
の
処
方
に
お
い
て
四
種
類
以
上
の
薬
剤
を
投
与
し
た
場
合
に
行
う
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
。

二


